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　皆様、こんにちは。
　先生方におかれましては、ご多忙のとこ
ろ、医療問題研究委員会にご参加賜りまし
て、誠にありがとうございます。
　はじめに、私ごとでございますが、６月20
日の代議員会終了後から大阪府医師会長に就
任いたしております。これまで、副会長とし
て長きにわたり先生方と一緒に大阪府民の命
と健康を守るために頑張ってきましたけれど
も、今後は会長として、重責ではございます
が、先生方と一緒に、すべての会員の先生方
が安心安全に医療を提供できるような体制づ
くりをしていきたいと思っておりますので、
よろしくお願いしたいと思います。
　そのために今回、私は、重点項目として４
つ掲げました。「地域医療体制の整備」「医療
DX」「広報部門の強化」「事務局機構の改
革」ｦでございます。この重点項目に関し
てこれから取り組んでまいりたいと思います
ので、ご理解とご協力をよろしくお願いした
いと思います。
　さて。この委員会は、平成10年に本会の元
会長、日医の会長もお務めになられました植
松治雄先生の唱道により発足したものでござ

います。植松先生の意図とはどういうものか
といいますと、地域の医師会から若手の先生
方にお集まりいただきまして、ますます厳し
さが増す医療情勢や医療政策、医政の問題な
どについて研鑽を積んでいただき、次世代の
医師会を担っていく人材を育てていこうとい
う目的でございました。委員会の発足以来、
本委員会の出身者の先生方の中には、本会の
役員をはじめ、郡市区等医師会の会長、役員
等も務めておられる先生方が多数おられま
す。先生方もこれから２年間研鑽されたこと
を今後の医師会活動にお役立ていただければ
というふうに考えておりますので、よろしく
お願いしたいと思います。
　それから、新型コロナウイルス感染症に関
して、府医では会員の先生方のご協力を得て
独自のサーベイランスを実施しております。
日々の陽性者数を把握するということになり
ますが、ご協力いただいている先生方には、
この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思
います。今回、感染拡大いたしました変異株
のKP.３による感染第11波という状態になり
ましたけれども、この部分に関しましても本
サーベイランスでいち早く把握することがで
き、記者会見などを開くこともできました。
　本委員会は、今後の医療制度、医療政策を
より良い方向に導くために必ず必要な活動だ
と考えておりますので、皆様と議論をさらに
深めて、そして、我が国の医療を考えていか
なければならないと思っております。これか
ら２年間、先生方の活発なご活動、ご議論を
期待いたしまして、ごあいさつとさせていた
だきます。
　２年間、どうぞよろしくお願いいたしま
す。

中尾正俊会長（当時）
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西洋医学の伝来から医師会設立西洋医学の伝来から医師会設立

　西洋医学の源流として、適塾は天保９
（1838）年、蘭学者の緒方洪庵先生が、幕府
の奥医師として江戸に迎えられるまでの24年
間にわたって開かれた学塾です。
　安政４（1857）年に、長崎において、ポン
ペ医師が日本初の系統的な近大西洋医学の講
義を開始され、松本良順先生の呼びかけによ
り、諸藩から医師たちが集まり学びました。
　文久元（1861）年、ポンペ医師は、日本初
の西洋式近代病院「小島養成所」を設立し、
松本良順先生もその設立に尽力したというこ
とで、これが西洋医学の幕開け、夜明けだろ
うと思います。
　大阪に限ってみますと、蘭医学研究の第一
人者、緒方洪庵先生が1838年に開いた適塾、
ここで西洋医学の教育・研究をはじめ、種痘
事業やコレラ治療など、大きな医学史上の業
績が生まれました。門下生には、福沢諭吉、
橋本左内など、多くの先生方が輩出されたと
いうことです。
　明治２年には、上本町大福寺に政府直轄の
仮病院を設置され、緒方洪庵先生の息子の惟
準氏が院長として就任されました。オランダ
人医師のボードウィン、エルメレンスが西洋
医学の教鞭を執り、同年、大阪府病院、大阪
医学校が設置され、幾多の変遷を経て、大阪
帝国大学医学部、大阪大学医学部となり、現
在に至っているというような大阪の西洋医学
の流れでございます。
　そして、大きく西洋医学の源流としては、
安政５（1858）年、江戸の蘭方医83人の出資
により、神田お玉ヶ池種痘所が開設されたと

いうことで、これが東京大学医学部の前身で
あると言われています。
　そして、1860年、官立の種痘所となり、
1861年に種痘奨励のための種痘論文が発行さ
れ、種痘所が西洋医学所に改称。1862年、２
代頭取に緒方洪庵先生がご就任になり、1863
年に松本良順先生が３代目になられたという
ことです。慶應元（1865）年には、ポンペ医
師の下で学んだ松本良順先生がいわゆる七科
ｦ物理、化学、解剖、生理、病理、薬剤
学、内科、外科を置いたということです。
　次に、郡市区等医師会と都道府県医師会の
誕生についてお話しいたします。
　明治39年５月に医師法が成立しておりま
す。医師は、医師会を設立できることとし、
医師会の機能を規定するとなっています。半
年後の明治39年11月に、医師会規則が制定さ
れています。医師会を郡市区医師会と道府県
医師会に分けました。各地域における医師会
の設立は任意でしたが、医師会が設立された
場合は、その所在地の官公立病院以外の医師
は医師会に強制加入になっておりました。
　医師法と医師会規則が制定されたことによ
って、郡市区医師会と道府県医師会が続々と
誕生し、そして、地域的連合組織としてのブ
ロック医師会が結成されることになります。
そうすることにより、最終的に全国組織の医
師会をつくろうという動きにつながっていき
ます。
　明治維新から医師法設立までに、日本には
松坂医学所、大阪医事会同社、和歌山医会、
来目医学協会、小諸医師協議会、東京医学会
社、横浜医学講習所、浜松病院医会というよ
うにある程度の医師団体が出来上がってきて
いましたが、全国組織の医師会の誕生が必要
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であるということで、大正３年に日本連合医
師会が設立されました。そして、日本連合医
師会を発展的に解消して、大正５年には、会
長に北里柴三郎先生をお迎えして、大日本医
師会が設立されたという医師会の流れになっ
ています。
　ただ、不幸なことも少しございまして、日
中戦争から太平洋戦争へと続く戦時体制の中
で、戦争遂行のための国家総動員体制に医師
会が組み込まれていきました。敗戦後の日本
を間接統治した連合国総司令部は、戦時中の
国家体制を壊すために、医療界に対しても国
家統制の医療体制を改廃するよう命じまし
た。そして、日医は根本的改組を指示され、
任意加入・任意設立ということになりまし
た。
　昭和22年10月31日、医師会、歯科医師会及
び日本医療団の解散等に関する法律が公布さ
れ、旧日本医師会は解散して、11月１日に新

生医師会が認可され、誕生しております。今ま
での強制加入の官製医師会から、自由加入の民
間の新生医師会に変わっていったということに
なります。それまで、大学教授、学者、政治家
などが占めていた多くの医師会のトップが、開
業医や勤務医に変わり、医師会員の地位向上を
目指して医師会活動を始めるというような流れ
が日医の創立記念誌に書かれています。
　そして、医師会の役割や我々医者の医の倫理
についてお話しします。
　医療の根本は、信頼であります。医師が専門
職として患者の利益を自らの利益の上に置き、
専門職としての能力と倫理の水準を維持し高
め、専門職自律の原則に立って自己規律を行う
ことが必要ということです。
　そして、医療というのは、医学の社会的適用
であるとよく言われておりますが、医療制度・
政策の推進に向けて、実際に医療を担う医師の
意見を自律的に取りまとめて、社会や政府に対

国民に信頼される医療の確立を目指して

医師自らが国民に対して医師と医療の質保証に責任を
負う体制を構築することが必要

医師の学術団体・専門職能団体である「医師会」の存在意義・目的

医療制度・政策の推進に向けて、実際に医療
を担う医師の意見を自律的にとりまとめ、社
会や政府に対し積極的に提案することで、社
会的責任を果たすことが重要

医療は医学の社会的適用医療の根本は信頼

医師が専門職として患者の利益を自らの利益
の上に置き、専門職としての能力と倫理の水
準を維持し高め、専門職自律の原則に立って
自己規律を行うことが必要

（図１）
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して積極的に提案することで、社会的責任を
果たすことが重要です。
　そして、医師自らが国民に対して、医師と
医療の質の保証に責任を負う体制を構築する
ことが必要で、そうすることで医師の学術団
体、専門職能団体である医師会の存在意義、
目的が明らかにされるということです。（図
１）
　平成29年11月１日現在、郡市区等医師会は
891、都道府県医師会は47、そして公益社団
法人日本医師会がございます。

府医の取り組み府医の取り組み

　次に、府医での新型コロナウイルス感染症
における検討・対応についてお話しします。
　現在、新型コロナウイルス感染症に関し
て、会員の先生方から毎日ご報告いただいて
いるものを集計しております。７月の第１週
目を過ぎたあたりから、どんどん感染拡大し
ていく状況がございました。
　府民・会員医療機関への情報発信として、

７月25日に緊急開催した「新型コロナウイル
ス感染症に関するシンポジウム」において、
恐らく大阪も７月中旬ぐらいから感染拡大が
始まり、感染の第11波が始まってきていると
いうことで、できれば夏季休暇、帰省時期の
感染拡大防止に努めていただきたいというこ
とを府民へのメッセージとして送らせていた
だきました。（図２）
　最近は徐々に感染状況も落ち着いてきてい
ます。ただ、例年、秋から冬にかけてまた感
染拡大する可能性があると思います。10月か
ら始まる新型コロナウイルスの予防接種に関
しても、どのような方向性に行くのか、なか
なか不透明なところがございます。できれば
打っていただければありがたいと思います
が、そこの部分も踏まえて、先生方も現場で
苦心・苦労されているところだと思います。
　令和６年８月21日から９月１日に医師会の
会員の先生方に新型コロナウイルス対応に関
するアンケート調査を行いました。728医療
機関から回答があり、回答者の内訳は、診療
所の管理者590人などです。

府民・会員医療機関への情報発信

● 会員医療機関からの新型コロナの
陽性者報告が急増（７月中旬～）

● 夏季休暇や帰省時期の感染拡大防
止等につなげるため、専門家２人
を交えたシンポジウムを開催

● シンポジウム終了後、記者会見を
実施（マスコミ計15社が取材）

（図２）

新型コロナウイルス感染症に関するシンポジウム
（2024年７月25日開催）
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　調査した時期がもうある程度落ち着きかけ
ている状態だったということもありますが、
検査キット類の不足状況としては、足りてい
ないが21％、感染防護服のガウンやマスクな
どが足りていないが11％という状況でした。
　ワクチンの実施状況に関しては、この時点
はまだ任意接種ですので、79％の医療機関が
行っていないということでした。10月から定
期の予防接種が開始されますが、72％の先生
方が取り扱い実施予定という回答をしていた
だいております。
　対応困難例としてどのようなものがあるの
かについては、一番多かったのが、「患者さ
んが突然受診されて、空間分離が非常にやり
にくくて苦労した」というのが45.1％です。
それから、「院内スタッフの感染や体調不
良」あるいは、「患者が新型コロナの検査を
希望しない」「抗ウイルス薬の処方を希望し
ない」といったことも対応困難として挙げて
おられます。
　早期の治療につなげるために必要なことは
何ですかということに関しては、検査キット
をきっちり配布して、足りない状態にならな
いようにしてほしい。それから、新型コロナ
の抗ウイルス薬に係る費用への公費負担をも
う一度復活させてほしい。検査にかかる費用
への公費負担も同じです。それから、感染防
護具の配布、医療機関の施設（空間）整備に
かかる財政支援というようなことも言われて
おります。
　先生方がコロナにかかられた患者さんに対
して治療薬の処方を提案したが、やはり自己
負担額が高額であるということで、なかなか
処方につながらなかったというようなことも
ありますので、この点に関して、政府および

大阪府、大阪市など市町村にも何とか補助が
つかないかと要望しております。

日本の医療の現状日本の医療の現状

　先生方もご存じのように、日本の医療は、
「国民皆保険体制」「医療の現物給付」「フリ
ーアクセス」の３つが日本の医療の大きな特
徴です。それらにより、医療のコストは低
く、平等な医療サービスが提供されていま
す。その結果、世界一の長寿国、低い乳児死
亡率の実現に貢献しています。
　そして、保険診療においては、健康保険法
などに基づく保険者と保険医療機関との間の
公法上の契約であるということと、保険診療
のルールを知っていなければならないという
ことになります。
　指導と監査があり、本日は指導についてだ
け述べますが、保険診療の質的向上と適正化
を目的に指導が行われます。対象は、すべて
の保険医療機関と保険医です。分類として
は、集団指導、集団的個別指導、個別指導が
あります。
　指導の法的根拠として、健康保険法に関し
ては第73条、国民健康保険法に関しては第41
条、高齢者の医療の確保に関する法律では第
66条が根拠となっております。
　平成12年に指導大綱ができまして、これに
関しても我々は見直しなどを厚労省に要請し
ております。なかなかできておりませんが、
第１の「目的」から第９の「その他」まで大
綱にきちんと載っております。
　保険指導の種類として、集団指導に関して
は、指定前講習会、診療報酬改定時の指導な
どは厚労省からも通知が来ると思います。そ
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のほか、集団的個別指導、個別指導として
様々な保険指導の種類がございます。

医師の働き方改革医師の働き方改革

　診療に従事する医師は、時間外・休日労働
時間の上限時間について、960時間までがＡ
水準、1,860時間までがＢ水準、連携Ｂ水準、
Ｃ－１水準、Ｃ－２水準となっています。
　地域医療の確保ということでのＢ水準に関
しては、令和６年４月１日現在、大阪府では
29機関が認められています。連携Ｂ水準に関
しては４機関、研修医・研究医のＣ－１水準
が14機関、そして、医学研究の研究者のＣ－
２水準が４機関となっております。
　Ａ水準は、すべての勤務医に対して原則的
に適用されるもので、時間外・休日労働時間

の上限が年間960時間です。
　Ｂ水準、連携Ｂ水準ですが、Ｂ水準は、自
院内で長時間労働が必要な場合に適用されま
す。連携Ｂ水準の場合は、地域医療の確保の
ために、本務以外の副業・兼業として派遣さ
れる際に合算されて適用されるものです。
　Ｃ－１水準は、臨床研修医と専攻医の研修
のため、Ｃ－２水準は、専攻医を卒業した医
師の技能研修のためのものです。
　医療機関によっては、Ｂ水準を指定されて
いても、Ａ水準の先生もおられれば、Ｂ水準
の先生もおられる。また、大学のように、
Ｂ、Ｃ－１、Ｃ－２水準に指定されていると
ころでは、いろいろな水準の先生方がご勤務
されているということになります。（図３）

（図３）

※医療機関が都道府県に水準の指定申請をします。
※指定を受けた場合でも、医療機関の医師全員が連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準となるわけではありません。
 【出典】いきいき働く医療機関サポートWeb（いきサポ）

Ｂ 水準指定 Ｂ，Ｃ－１，Ｃ－２ 水準指定



大阪府医師会報１月号（vol.425）

医療制度史から見た我が国の医療の現状

かかりつけ医かかりつけ医

　今のところ、平時と有事に分けて整理され
ております。
　まず平時です。医療機能情報提供制度とい
う制度がありますが、国民には全くというほ
ど知られていません。医療機能情報制度を国
民にとって分かりやすい内容に改めて、患者
さんが適切な医療機関を自ら選択できるよう
な支援を行っていくということが、令和５年
５月成立の改正医療法で出てきたものになり
ます。
　医療機関は、それを受けて、自らが持つ機
能を磨くことにより縦糸を伸ばし、地域にお
けるほかの医療機関との連携を通じて横糸を
紡ぎ、地域における面としてのかかりつけ医
機能が織りなされ、さらに機能を発揮してい
く。日常診療時より、ほかの医療機関と連携
し、急変時においても、可能な限り地域にお
けるネットワークで対応を行うこととされて
います。
　次に、有事の感染症発生・蔓延時に関して
は、改正感染症法により、医療措置協定の締
結が進められております。地域医療体制全体
の中で感染症危機時に外来、在宅を担う医療
機関を平時から明確化するために、医療措置
協定などを結んでおくということになりま
す。
　それから、医療機能情報提供制度と、４月
から始まるかかりつけ医機能報告の内容です
が、あくまでも医療機能情報提供制度は、医
療法第６条の３に、「身近な地域における日
常的な診療、疾病の予防のための措置その他
の医療の提供を行う機能（かかりつけ医機

能）」として明示されています。
　かかりつけ医機能報告については、現在、
国で議論されて、中間まとめが出ましたが、
医療法第30条の18の４において、日常の診療
を担う１号機能と、夜間・休日、入退院支
援、在宅、介護連携を担う２号機能、大きく
この２つの機能に分けて報告していくという
ことになっています。
　１号機能の報告事項ですが、「かかりつけ
医機能に関する研修の修了者、総合診療専門
医の有無」、これは改正医療法施行後５年を
めどとして改めて検討することになっていま
すが、その時点ではある程度の総合診療専門
医の先生方が専門医資格を取られているだろ
うということも含有されていると言われてい
ます。それから、「17の診療領域と一次診療
を行うことができる疾患」「医療に関する患
者からの相談に応じる」、大きくこの３つの
部分に関して１号機能の報告事項といわれて
います。
　２号機能に関しては、「通常の診療時間外
の診療」「入退院時の支援」「在宅医療の提
供」「介護サービス等と連携した医療提供」
「その他の報告事項」とされていて、４項目
に関してできるだけきっちりと報告してほし
いということになっていますが、これはかか
りつけ医機能報告においての必須事項ではご
ざいません。できれば努めていってほしいと
いうことになります。
　令和７年４月の施行に向けて、▽制度の施
行に必要なかかりつけ医機能の確保に向けた
医師の研修の詳細についての整理▽かかりつ
け医機能の確保に関するガイドラインの作
成、地域の協議に資するデータブックの作成
▽地域の好事例集の作成▽都道府県・市町村
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等に対する研修・説明会の実施▽制度の普
及・推進のための動画▽ポスター等の作成
ｦこれらが中間まとめの段階で、４月の実
施に向けて行っていかなければならないこと
として提案されていることでございます。
　かかりつけ医機能が発揮される制度整備の
方向性として、１人の医師や１つの医療機関
ではなく、複数の医師や複数の医療機関が地
域を面として支えること。それから、人口や
医療従事者が減少していく中で、地域の医療
資源をうまく活用・開発して地域に必要な機
能を実現するため、多くの医療機関が積極的
に参加できるようなかかりつけ医機能の制度
整備でないと意味がないと思われます。さら
に、医師をはじめとする医療従事者や医療機
関が、それぞれの役目に応じてできることを
広げていくという努力もしていかなければな
らないということになっています。

これからの地域医療構想これからの地域医療構想

　現在議論されている地域医療構想は、令和
７（2025）年に向けた地域医療構想の策定に
なります。 団塊の世代が75歳以上となる
「2025年」に向けて、病床の機能分化・連
携、質の高い効率的な医療提供体制を確保す
ること。二次医療圏を基本とする構想区域の
単位で、４つの病床機能ｦ高度急性期、急
性期、回復期、慢性期において、病床数の必
要量を推計するということになっています。
そして、病院からの病床機能報告制度によっ
て地域医療構想調整会議での協議を行い、地
域の実情に応じて病床機能の転換や再編等を
進めるというのが「2025年」に向けた地域医
療構想で、地域医療構想に対して調整会議で

議論されるという状況になっています。（図
４）
　病床機能報告制度は、医療資源投入量で決
定されます。高度急性期機能の医療機能、急
性期機能、回復期機能、慢性期機能に分けら
れます。
　そして、地域医療構想を推進させるため
に、地域医療介護総合確保基金がございま
す。対象となる事業は、「地域医療構想の達
成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業」「地域医療構想の達成に向けた
病床の機能又は病床数の変更に関する事業」
などで、基金を有効活用して、できるだけ地
域医療構想を進めてほしいというのが国の考
えです。
　大阪は、独自に「大阪アプローチ」という
もので地域医療構想の推進にあたっていま

（図４）

● いわゆる団塊の世代が75歳以上となる
2025年に向けて、高齢化により増大する
医療需要に対応するため、病床の機能分
化・連携を通じて、質の高い効率的な医療
提供体制の確保を目指し、都道府県医療計
画の記載事項の一つとして取り組みを推
進。

● ４つの病床機能（高度急性期、急性期、回
復期、慢性期）に着目し、各都道府県にお
いて、二次医療圏を基本とする構想区域の
単位で、2025年の病床数の必要量を推計。

● 病床機能報告制度により、毎年度、医療機
関から病棟単位で病床機能等の報告を受
け、当該報告等をもとに地域医療構想調整
会議（大阪府では保健医療協議会が担う）
での協議を行うとともに、地域の実情に応
じて、病床機能の転換や再編等を進める。

「2025年」に向けた地域医療構想
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す。これは先生方もよくご存じのことだと思
います。医療実態データや病院プランなどを
共有しながら、医療機関の自主的な機能分化
を支援します。まず、ポイント１として、独
自の診療実態分析、ポイント２として、全病
院に具体的対応方針（病院プラン）を提出し
ていただくということ、そしてポイント３と
して、全病院参加型会議の実施ということ
で、病院連絡会などが開始され、地域医療構
想調整会議において具体的対応方針の協議が
されているというのが「2025年」に向けた議
論の進め方です。（図５）
　令和５年度の会議資料によると、現在、急
性期の病床数が多く、回復期が少ないという
ことで、回復期への病床転換をしていただき
たいという流れになっています。その部分に
関しての病床機能報告について、大阪では急
性期を、「重症急性期」「どちらか分からない
という不明」「地域急性期」に分けておりま

す。地域急性期というのは、回復期をもっぱ
らにしているものを急性期とみなして、地域
急性期と回復期を合算したような状態にした
ものです。病床機能報告に関して、令和４年
度は地域急性期と回復期をあわせて18.1％、
国が考えている病床数の必要量は回復期が
30.9％なので、現在12.8％、約１万1,300床を
転換しなければならないというデータを出し
て議論しているとお考えいただければいいと
思います。
　もう一度整理しますが、現行の地域医療構
想における課題は、病床機能報告制度におい
て、高度急性期と急性期、急性期と回復期の
違いが非常に分かりづらい。また、将来の病
床数の必要量と基準病床数との関係も非常に
分かりづらい。それから、調整会議において
は、病床数の必要量の議論が中心となって、
将来のあるべき医療提供体制の実現に向けた
議論が十分になされていない。大阪府では、

（図５）

大阪アプローチ（大阪府における地域医療構想の推進）

ごと

【出典】大阪府　令和５年度保健医療協議会資料
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高齢化の進展に伴い、回復期病床の不足が見
込まれているものの、地域医療構想調整会議
においては、推計値ほどに本当に必要なのか
という疑問も生じています。これが地域医療
構想2025年に向けての課題として現在言われ
ているところです。（図６）
　それから、2040年頃を見据えた医療を取り
巻く状況ですが、これは今、国でも議論され
ていますが、2040年に向けた新たな地域医療
構想の策定の部分になります。生産年齢人口
はほぼすべての地域で減少し、高齢者人口は
大都市部を中心に増加します。85歳以上の人
口は、2040年に向けて引き続き増加が見込ま
れており、医療と介護の複合ニーズを持つ者
が一層多くなることが見込まれます。それか
ら、働き方改革も進めていく必要がありま
す。そして、地域ごとに人口変動の状況が異
なり、求められる医療提供体制のあり方も
様々であり、都市部においては、増加する高
齢者救急や在宅医療の受け皿の整備が課題に

なっているということで、2040年に向けた新
たな地域医療構想が議論されるようになりま
した。
　病床の機能分化・連携を中心とした地域医
療構想をバージョンアップして、85歳以上の
高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年
頃、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医
療、介護との連携などを含む医療提供体制全
体の新たな地域医療構想を策定していこうと
いうことで議論されているところでございま
す。
　令和６年の秋にまとめが出され、その後、
着々とガイドラインなどが出てきて、それに
基づいて都道府県の下、地域医療構想調整会
議で議論されていきます。これから先、数年
かけて、先生方もその議論の場に参加してい
くことになると思います。地域医療構想、特
に新たな地域医療構想については、先生方も
できるだけ関心を持っていただければと思い
ます。
　新たな地域医療構想の基本的な方向性は、
「地域の患者・要介護者を支えられる地域全
体を俯瞰した構想」「今後の連携・再編・集
約化をイメージできる医療機関機能に着目し

（図６）

▶ 病床機能報告制度において、高度急性期と
急性期、急性期と回復期の違いが分かりづ
らい。また、将来の病床数の必要量と基準
病床数との関係も分かりづらい。

▶ 地域医療構想調整会議においては病床数の
必要量の議論が中心となり、将来のあるべ
き医療提供体制の実現に向けた議論が十分
になされたとは言いがたい。

▶ 大阪府では高齢化の進展等に伴い、回復期
病床の不足が見込まれているものの、地域
医療構想調整会議において、 推計値
（2025年の病床数の必要量）ほどに必要
なのかとの疑問が生じている。

現行の地域医療構想における課題

（図７）

● 病床の機能分化・連携を中心とした地域医
療構想をバージョンアップし、85歳以上
の高齢者の増加や人口減少がさらに進む
2040年頃、さらにその先も見据え、すべ
ての地域・すべての世代の患者が適切な医
療を受けられる体制を構築できるよう、入
院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、
介護との連携等を含む、医療提供体制全体
の新たな地域医療構想を策定する。

新たな地域医療構想
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た医療提供体制の構築」「限られたマンパワ
ーにおけるより効率的な医療提供体制の実
現」としていますが、易しいものではござい
ません。先生方には、どのように地域で議論
を展開していくのかについてもお考えいただ
ければと思います。（図７）

医療DX医療DX

　医療DXにおいては、①全国医療情報プラ
ットフォームの創設②標準型電子カルテの開
発と電子カルテ情報の標準化③診療報酬改定
DXｦを３本柱として考えていかなければ
ならないと思います。
　まず、全国医療情報プラットフォームとし
て、医療情報基盤、二次利用基盤、介護情報
基盤、行政・自治体情報基盤、こういうもの
が構築されるということになります。
　それから、電子カルテの標準化でございま
すが、標準規格に準拠したクラウドベースの
システムを構成すると言われています。国が
共通した必要最低限度の基本機能を開発、提
供する。民間事業者が各施設のニーズに応じ
たオプション機能を提供する、そういった大
きな３つの原則に基づいて標準化していくと
いう方向性にきているようですが、これもな
かなか困難があって難しい問題だろうと思っ
ています。
　医療DXの目標として書いてあることはす
ばらしいことです。①救急・医療・介護現場
の切れ目ない情報共有②医療機関・自治体サ
ービスの効率化・負担軽減③健康管理、疾病
予防、適切な受診等のサポート④公衆衛生、
医学・産業の振興に関する二次利用ｦこの
実現のために個人情報がどのように取り扱わ

れるのかということも、先生方と一緒に考え
ていかなければならないと思います。
　次世代にどのような医療を引き継いでいく
のか、先生方と一緒に考え、やっていきたい
と思います。
　ご清聴、どうもありがとうございました。
 （文責：広報委員会）


